
17  福祉のまちづくり条例による事前協議の手続きフロー 

関連条文 条例、バリアフリー法 

改定年月 平成 24年４月 

改定年月 令和 08年４月 

窓口建築審査課 

申請者 
福岡市 

（建築審査課） 

  

確認申請を伴う工事は確認申請予定日の 14日前迄に、それ以外の工事の場合は、工事着手予定日の 30

日前迄に事前協議書を提出してください。 

 

計 画 図 書 事 前 相 談 

事 前 協 議 書 
提出（正・副２部） 

事前協議書受付 

事前協議済書交付 受   領 

工 事 着 手 

工 事 完 了 届 提 出 

完 了 検 査 

工 事 完 了 

完 了 届 受 付 

完了検査済(適合証）交付 受   領 

使 用 開 始 
維 持 保 全 

※バリアフリー法対象建築物については、 
  建築物移動等円滑化基準も記載 

（確 認 申 請） 
※事前協議済書写し添付 


